
薬
は
明
治
期
に
入
っ
て
は
じ
め
て
、
実
質
的
に
官
事
の
対
象
と

な
っ
た
。
西
洋
医
学
を
基
盤
と
し
た
衛
生
制
度
を
構
築
し
て
い
く

と
い
う
政
策
方
針
は
、
薬
と
薬
を
扱
う
人
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

洋
薬
を
軸
と
し
た
薬
事
制
度
の
指
針
は
、
明
治
六
年
五
月
に
文

部
省
に
よ
っ
て
具
申
さ
れ
た
「
薬
剤
取
調
之
法
」
と
明
治
七
年
八

月
に
制
定
さ
れ
た
「
医
制
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
、

薬
品
管
理
、
調
剤
資
格
者
さ
ら
に
医
薬
分
業
制
な
ど
に
つ
い
て
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

中
央
が
法
制
化
に
取
り
組
む
ま
え
に
、
地
方
レ
ベ
ル
で
新
し
い

施
策
が
み
ら
れ
た
。
京
都
に
府
の
施
設
と
し
て
舎
密
局
が
設
置
さ

れ
た
の
は
、
明
治
三
年
十
二
月
で
あ
る
。
舎
密
局
の
事
業
は
、
輸

入
薬
品
を
主
と
し
た
検
査
、
薬
の
製
造
、
そ
れ
に
対
す
る
知
識
と

技
術
教
育
、
さ
ら
に
薬
の
製
造
・
調
剤
者
の
資
格
審
査
を
包
括
す

12

明
治
は
じ
め
の
京
都
の
薬
事
政
策

ｌ
調
剤
資
格
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

○
小
野
尚
香
・
多
田
羅
浩
三

る
も
の
で
あ
っ
た
。

京
都
府
は
、
薬
の
専
門
職
を
、
明
治
五
年
五
月
制
定
「
薬
物
商

業
規
則
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

通
薬
業
ハ
国
産
舶
来
天
然
人
造
ノ
薬
物
検
明
ノ
品
其
尽
売
買

取
扱
可
致
者

合
薬
業
ハ
上
二
記
載
ス
ル
薬
物
ヲ
販
グ
ハ
勿
論
或
ハ
諸
薬
ヲ

化
合
シ
或
ハ
医
ヨ
リ
病
家
へ
記
シ
与
フ
ル
方
菱
ヲ
調
合
煉
製
シ

販
ク
者

「
合
薬
業
」
に
は
薬
の
化
合
と
調
剤
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
資
格
診

査
と
許
可
は
、
舎
密
局
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
調
剤
資
格
の
噴
矢

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
明
治
六
年
三
月
制
定
の
「
毒
物

薬
発
見
條
則
」
に
お
い
て
、
「
合
薬
業
」
に
は
、
毒
物
薬
品
を
製
造

し
、
私
的
に
売
却
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
従
来
の
薬
業
者
は

「
通
薬
業
」
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
権
限
を
「
検
明
の
品
」
の

売
薬
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
合
薬
業
」
を
技
術
者
と

す
る
な
ら
ば
、
「
通
薬
業
」
は
商
人
と
し
て
性
格
づ
け
た
と
い
え
る
。

調
剤
資
格
を
誰
が
も
つ
か
と
い
う
国
家
の
規
定
は
、
「
薬
剤
取
調

之
法
」
に
は
じ
め
て
記
さ
れ
、
「
医
制
」
に
引
き
つ
が
れ
た
。
「
薬

舗
主
」
と
い
う
名
称
で
表
さ
れ
た
調
剤
資
格
は
、
試
験
に
よ
る
免
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許
制
、
そ
の
上
で
の
政
府
に
よ
る
許
可
制
を
軸
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。「

医
制
」
の
主
旨
を
う
け
て
、
京
都
は
明
治
七
年
十
二
月
「
医
務

条
件
」
を
作
成
、
明
治
八
年
三
月
に
布
達
し
た
。
「
薬
舗
主
」
試
験

に
つ
い
て
は
、
「
自
今
薬
舗
主
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
モ
ノ
ハ
左
ノ
試

業
ヲ
経
テ
免
状
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
と
定
め
ら
れ
、
七
月
に
実
施
さ
れ

た
。
試
験
科
目
は
、
算
術
、
物
理
学
化
学
大
意
、
薬
剤
学
大
意
、

処
方
学
大
意
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
に
育
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
薬
事
の
専
門
職
は
、
こ
の

試
験
で
統
合
さ
れ
、
明
治
八
年
四
月
、
「
合
薬
及
上
製
薬
者
ヲ
併
セ

更
二
薬
舗
卜
称
セ
シ
コ
ト
且
其
舗
主
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
試
検

ヲ
経
テ
免
許
状
ヲ
受
ケ
シ
ム
」
と
達
せ
ら
れ
た
。

調
剤
の
専
門
施
設
と
し
て
合
薬
会
社
ア
ポ
テ
ー
キ
が
試
案
さ
れ

た
の
は
、
「
医
制
」
発
布
以
前
の
明
治
六
年
九
月
で
あ
る
。
当
時
医

務
局
長
長
与
專
斎
が
来
京
し
、
合
薬
会
社
の
方
針
に
つ
い
て
協
議

し
て
い
る
。

明
治
七
年
九
月
に
示
さ
れ
た
「
京
都
合
薬
会
社
ヲ
建
ル
趣
意
害
」

に
は
、
医
薬
分
業
を
基
本
と
し
て
、
「
西
洋
の
ア
ボ
テ
ー
キ
」
を
模

倣
し
て
良
質
で
安
価
の
薬
を
提
供
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
示
さ
れ

た
。
ま
た
「
京
都
合
薬
会
社
規
則
」
に
は
、
專
門
家
を
む
か
え
、

ま
た
株
式
制
を
導
入
し
て
、
基
本
的
に
商
業
ベ
ー
ス
で
運
営
さ
れ

る
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
教
育
部
門
を
開
き
、

調
剤
者
を
養
成
し
た
。
こ
の
会
社
は
、
府
の
全
面
的
な
協
力
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
そ
の
稼
働
を
阻
む
医
師
の
「
く
す
し
」
の
慣
習

に
対
し
て
も
、
病
院
や
病
人
を
通
し
て
医
薬
分
業
の
取
り
組
み
が

行
わ
れ
た
。

京
都
に
お
い
て
、
調
剤
資
格
者
の
養
成
と
そ
の
専
門
職
の
確
立

が
推
進
さ
れ
た
要
因
は
、
薬
事
と
い
う
枠
を
こ
え
て
、
京
都
が
企

図
し
た
近
代
化
政
策
と
織
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
特
に
衛
生
政
策
や
勧
業
政
策
と
は
、
一
体
と
な
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
舎
密
局
や
合
薬
会
社
で
は
、
事
業
を
進
め
て
い
く

た
め
の
設
備
、
指
導
者
、
資
金
が
整
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
直
結

し
た
教
育
が
施
さ
れ
た
。

調
剤
資
格
者
は
、
そ
の
基
盤
の
も
と
に
生
ま
れ
、
育
成
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
は
じ
め
に
展
開
さ
れ
た
薬
学
技
術
の

向
上
と
医
薬
分
業
政
策
の
軸
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
の

で
あ
る
。

（
大
阪
大
学
医
学
部
公
衆
衛
生
学
教
室
）
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